
投資信託積立取引クレジットカード決済規約 新旧対照表 
（下線部分改正） 

現行 改正 
第６条 （本サービスの取引形態） 
 

（略） 
 
３ 本サービスを利用した投信積立のお客様一人当たりの１か月間の設定金

額の総額は５万円を限度とします。 
 

（略） 
 
 
 

第６条 （本サービスの取引形態） 
 

（現行どおり） 
 

３ 本サービスを利用した投信積立のお客様一人当たりの１か月間の設定金額
の総額は別途定めるものとします。 

 
（現行どおり） 

 
以上 

 
大和コネクト証券株式会社 

 
以上 

 
大和コネクト証券株式会社 

 


